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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公表番号】特表2011-514431(P2011-514431A)
【公表日】平成23年5月6日(2011.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-018
【出願番号】特願2010-523068(P2010-523068)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  19/05     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ   5/28     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ  19/05    　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｄ   5/28    　　　　
   Ｆ０２Ｃ   7/00    　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｄ  25/00    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月24日(2011.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
重量パーセントで、Ｃｒ約５－８、Ｃｏ約７－８、Ｍｏ約１．３－２．２、Ｗ約４．７５
－６．７５、Ｔａ約６．０－７．０、存在するならばＴｉ約０．５以下、Ａｌ約６．０－
６．４、Ｈｆ約０．１５－０．６、存在するならばＣ約０．０３－０．０６、存在するな
らばＢ約０．００４以下、存在するならばＹ、Ｌａ及びＣｅより選択される１つ又は複数
の希土類元素の合計約０．０３以下を含み、実質的にＲｅを含まず、ニッケル及び不可避
不純物を含む残部を含む、ニッケル基超合金組成物。
【請求項２】
３３６０未満のＰ値を特徴とし、前記Ｐ値は、Ｐ＝－２００Ｃｒ＋８０Ｍｏ－２０Ｍｏ2

－２５０Ｔｉ2－５０（Ｔｉ×Ｔａ）＋１５Ｃｂ＋２００Ｗ－１４Ｗ2＋３０Ｔａ－１．５
Ｔａ2＋２．５Ｃｏ＋１２００Ａｌ－１００Ａｌ2＋１００Ｒｅ＋１０００Ｈｆ－２０００
Ｈｆ2＋７００Ｈｆ3－２０００Ｖ－５００Ｃ－１５０００Ｂ－５００Ｚｒと定義される、
請求項１に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項３】
３０５０未満のＰ値を特徴とする、請求項２に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項４】
前記超合金組成物は、少なくとも約３重量％のＲｅを有する超合金組成物と同程度の、１
６００°Ｆ及び２０００°Ｆでの持続ピーク低サイクル疲労（ＳＰＬＣＦ）特性を達成で
きる、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項５】
前記超合金組成物は、少なくとも約３重量％のＲｅを有する超合金組成物と同程度の、２
０００°Ｆ及び２１５０°Ｆでのマッハ１速度サイクル酸化特性を達成できる、請求項１
項に記載のニッケル基超合金組成物。
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【請求項６】
重量％で、Ａｌ６．２、Ｔａ６．５、Ｃｒ６、Ｗ６、Ｍｏ１．５、Ｒｅ０、Ｃｏ７．５、
Ｃ０．０３、Ｂ０．００４、Ｈｆ０．１５、残部はニッケル及び不可避不純物である組成
を有する、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項７】
重量％で、Ａｌ６．２、Ｔａ６．５、Ｃｒ６、Ｗ６、Ｍｏ２、Ｒｅ０、Ｃｏ７．５、Ｃ０
．０３、Ｂ０．００４、Ｈｆ０．１５、残部がニッケル及び不可避不純物である組成を有
する、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項８】
重量％で、Ａｌ６．２、Ｔａ６．５、Ｃｒ６、Ｗ６．５、Ｍｏ１．５、Ｒｅ０、Ｃｏ７．
５、Ｃ０．０３、Ｂ０．００４、Ｈｆ０．１５、残部がニッケル及び不可避不純物である
組成を有する、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項９】
重量％で、Ａｌ６．２、Ｔａ６．５、Ｃｒ６、Ｗ６．５、Ｍｏ２、Ｒｅ０、Ｃｏ７．５、
Ｃ０．０３、Ｂ０．００４、Ｈｆ０．１５、残部がニッケル及び不可避不純物である組成
を有する、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項１０】
重量％で、Ａｌ６．２、Ｔａ６．５、Ｃｒ６、Ｗ６．５、Ｍｏ１．５、Ｒｅ０、Ｃｏ７．
５、Ｃ０．０３、Ｂ０．００４、Ｈｆ０．６、残部がニッケル及び不可避不純物である組
成を有する、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項１１】
重量％で、Ａｌ６．２、Ｔａ６．５、Ｃｒ６、Ｗ６、Ｍｏ２、Ｒｅ０、Ｃｏ７．５、Ｃ０
．０３、Ｂ０．００４、Ｈｆ０．６、残部がニッケル及び不可避不純物である組成を有す
る、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項１２】
単結晶物品である、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成物。
【請求項１３】
前記超合金は、少なくとも約３重量％のレニウムを有する超合金と同程度の耐高温酸化性
及び持続ピーク低サイクル疲労耐性のうち少なくとも１つを提供する、請求項１２に記載
のニッケル基単結晶物品。
【請求項１４】
ガスタービンエンジン部品として鋳造された、請求項１項に記載のニッケル基超合金組成
物。
【請求項１５】
単結晶物品として鋳造された、請求項１４に記載のガスタービンエンジン部品。
【請求項１６】
一方向凝固物品である、請求項１４又は１５に記載のガスタービンエンジン部品。
【請求項１７】
ノズル、シュラウド及びスプラッシュプレートからなる群の少なくとも１つの部材である
、請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載のガスタービンエンジン部品。
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